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研究成果の概要（和文）：　本研究の目的は、パキスタンにおいて花嫁の親が支払うダウリーが家庭内資源配分、具体
的には女性の意思決定権などに与える影響を実証分析によって明らかにし、政策的含意を導くことである。
　本研究では、パキスタン・パンジャーブ州全域において農村家計調査を実施し、これを一次データとして実証分析を
行った。ダウリーの内生性に配慮した推定結果によると、同じような経済水準の家計を比べた場合、ダウリー額が高い
ほど婚家における女性の意思決定権が上昇し、行動の自由も増し、家事労働の負担も軽減することが分かった。執筆し
た論文を国内外の学会で発表し、海外学術雑誌に投稿した。

研究成果の概要（英文）： The objective of the research is to empirically explore the impact of dowry on 
women's welfare in the marital household, and to lead to the related policy implications.
 The unique household survey was conducted in rural Punjab, Pakistan, which is used in the empirical 
analysis. According to the empirial results that take endogeneity of dowry into account and control the 
financial level of households, a higher amount of dowry increases women's decision-making power and 
freedom of movement in the marital household, and decreases time spent for household chores. I presented 
the research paper at the conferences in Japan and abroad, and submitted it to the academic journal.
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１．研究開始当初の背景 
 南アジアにおいて花嫁の親が支払う結婚
持参金(ダウリー)は、女児の栄養失調、間引
き、中絶、低い教育水準など、家庭における
女子の不平等な扱いにつながると言われ、法
律で禁止もしくは制限されているが実際は
形骸化している。しかし、これらのダウリー
の影響はいずれも逸話的なものにとどまっ
ており、経済学的に実証されていない。 
 ダウリーの実証研究が乏しい最大の理由
は、データの不足もしくは不備だろう。イン
ド、バングラデシュでは、ダウリーは法律で
禁止されているため、人々が正確なダウリー
額を答えたがらない、という問題がある。パ
キスタンではダウリーは禁止されていない
が、ダウリーは現金や貴金属のみならず、衣
類、家具、電化製品、台所用品、家畜、乗り
物、といった様々なアイテムから構成されて
いることが多く、これらの総額をしかも自身
の婚姻時数十年前に遡って正確に答えるこ
とは難しい。 
 ダウリーの実証研究にとってもう一つの
障害は、ダウリー額を外生的に決定する変数
が存在しないことである。 
 また、ダウリーの影響も一律ではなく、コ
ンテクストによって異なるようである。例え
ば、Jejeeboy (2000)は、インドの北部では
ダウリーは女性のエンパワメントにつなが
るが、南部ではそういった効果はないことを
示した。パキスタンでは、ダウリーが禁止さ
れていないが、悪習であるとの認識はインド
と変わりなく、ダウリーを禁止すべきとの政
策論議は盛んである一方、パキスタンでのダ
ウリーに関する実証研究はさらに乏しく、本
研究の意義は大きい。 
 
＜参考文献＞ 
① Jejeebhoy, S. J. (2000). Women’s 

autonomy in rural India: Its 
dimensions, determinants, and the 
influence of context. In H.B. Presser, 
& G. Sen (Eds.), Women’s empowerment 
and demographic processes: Moving 
beyond Cairo (pp. 204–238). New York, 
NY: Oxford University Press. 

 
２．研究の目的 
 本研究の目的は、ダウリーの実証研究が乏
しいなかで、ダウリーが家庭内資源配分に与
える影響を実証分析によって明らかにし、政
策的含意を導くことである。ナッシュ・バー
ゲニングモデルでは、女性の地位向上やエン
パワメントが女性への資源配分を増やすこ
とを予想しており、本研究では、ダウリーが
女性の家庭内での地位、厚生水準にもたらす
影響を実証する。 
 仮に、ダウリーが女性の家庭内での地位を
高めるような影響を持つことが実証された
場合、ダウリーを一律に禁止すべきとする政
策議論に一石を投じることになろう。また反

対に、ダウリーに関して言われているとおり
負の影響が実証されたならば、現行の禁止法
が機能していないのはなぜか、どのような政
策が有効であるのか、という政策議論に実証
的基礎を提供できるだろう。 
 
３．研究の方法 
 パキスタン・パンジャーブ州において独自
の家計調査を実施した。パキスタンはダウリ
ーが禁止されていないために、ダウリーに関
して正直な回答が得られやすい。また、パキ
スタンの 4州のうち、ダウリーの慣習がある
のはパンジャーブ州とシンド州のみである
が、後者は治安の関係で家計調査を実施する
ことが難しいため、前者で家計調査を行うこ
とにした。 
 質問票には女性の家庭内での地位やエン
パワメントの代理変数となりそうな質問項
目を盛り込んだ。具体的には、婚家における
女性の意思決定権、行動の自由、家事労働の
負担などを計る指標である。これらの質問の
回答者は女性に限ることとし、従って質問票
も 2 部構成(第 1 部の回答者は世帯主、第 2
部の回答者はその妻)とした。パキスタンで
はパルダ(女性隔離)の慣習から、インタビュ
ー者を女性とする必要があることから、調査
補助員には女性を動員した。 
 質問票作成においては、これまでのダウリ
ーに関するデータの不備に対処するため、質
問の仕方を工夫することで、既存のデータに
欠けているダウリー額の正確性を高めた。具
体的な工夫は、コミュニティでの現在の相場
を、現金、貴金属、家畜、家具、台所用品、
電化製品、などの項目別に聞くことで、個人
に過去に支払われたダウリー額についての
蓋然性を高めた。また、ダウリー額を外生的
に決定する変数が存在しないというダウリ
ー実証研究の宿命に対処するため、構造的に
個人の家計と関連しない操作変数を作るた
めの質問(具体的には義姉妹の実家が払った
ダウリー額と義兄弟の実家が払ったブライ
ドプライス額)も盛り込んだ。 
 質問票の回答者を世帯主とその妻として
いることから、調査対象家計を 15 歳から 65
歳までの経済活動を行っている夫婦に限る
こととした。まずパキスタン・パンジャーブ
州全域(広さは日本の本州に相当)を、特性の
違いから 5つの地域に分け、それぞれの地域
から 1 県を無作為に選んだ。各県において 6
村を無作為に選び(計 30 村)、各村において
22 家計を上記対象家計から無作為に選んだ
(サンプル数 660 家計)。 
 
４．研究成果 
(1) 記述統計 
 パキスタン・パンジャーブ州で実施した上
記家計調査によると、同一家計の兄弟姉妹間
でもダウリーの額が異なる理由として以下
の 3点があげられた。ダウリー額は、①花婿
のクオリティ(教育水準や稼得能力)が高い、



②花婿の家族の地位や経済状況が良い、③婚
姻時における花嫁の家族の経済状況が良い
場合に、上昇する傾向があった。①、②から
は、ダウリーは Becker(1991)以来言われてき
たように、結婚市場で決定される価格である
ように見える。一方、③からは、ダウリーは
価格というよりは、花嫁の両親が娘に贈る生
前贈与や嫁入り道具のように見える。とりわ
けダウリーの中身を詳細に見ると、電化製品、
家具、台所用品を合わせた額が貴金属の額よ
り大きいこと、花婿への現金が少額であるこ
とからも、ダウリーは嫁入り道具であるとい
うのが最もふさわしいように見える(図 1)。
これらの記述統計からは、ダウリーの性格を
価格か生前贈与かで排他的に判断しようと
するこれまでの論争の意味は小さく、むしろ
両者の性格を合わせ持つと捉えた方が良さ
そうであることが分かった。 
 
図 1 ダウリー項目別平均額(PKR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 本研究では、ダウリーの多寡が女性の家庭
内での地位やエンパワメントに与える影響
を、意思決定権などの代理変数を用いて計っ
ている。紙面の都合上、ここでは、女性の意
思決定権についての記述統計のみを提示す
る(図 2)。 
 
図 2 家庭内における女性の地位とエンパワ
メント指標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(2) 推定結果 
 ダウリー額を外生的に決定する変数が存
在しないなかで、ダウリーが女性の家庭内で

の地位に与える影響に関して推定するため
に、以下の 2つの工夫をした。 
 一つは、Altonji et al. (2005)に倣い、
観察不能な変数がダウリーの効果を消すに
は、観察可能な変数に比してどれほど大きな
効果をもつ必要があるかを推定した。この推
定には、線形確率モデル(LPM)を用いた。 
 もう一つは、構造上、家計の属性を含まな
い操作変数を作成した。具体的には、女性の
兄弟の配偶者(妻)両親が払ったダウリーの
平均値をダウリーの操作変数として、女性の
姉妹の配偶者(夫)両親が払ったブライドプ
ライスの平均値をブライドプライスの操作
変数として利用した。この推定には、二段階
最小二乗法(2SLS)を用いた。 
 いずれの推定方法によっても結論に大き
な差はないため、紙面の都合上、ここでは意
思決定権に関する 2SLS 推定結果のみを抜粋
して提示する(表 1)。なお操作変数の構造上、
兄弟と姉妹が少なくとも1人ずついる女性の
みが 2SLS 推定に使われるため、サンプル数
は減少したが、フルサンプルを使用した LPM
推定でも結論に大きな違いはない。 
 
表 1 ダウリーが女性の意思決定権に与える
影響(2SLS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 同じような経済水準の家計を比べた場合、
ダウリーの額が大きいほど婚家における女
性の意思決定権が上昇し、行動の自由も増し、
家事労働の負担も軽減することが分かった。
ダウリー額の係数推定値は統計的に有意な
だけでなく、その大きさも無視できない。例
えば、ダウリー額が 1 標準偏差増加すると、
高額製品の購入、子どもの結婚に関する女性
の意思決定権は、それぞれ 8、11 ポイント上
昇した。もともと、これらに関して意思決定
権をもつ女性はそれぞれ 18%、26%のみであっ



たことから(図 2 参照)、意思決定権は 40%強
上昇したことになる。 
 ダウリーの効果は、女性の行動の自由の向
上や家事労働時間の減少についても同様に
大きい。ダウリー額が1標準偏差増加すると、
女性が夫の許可なく診療所に行くことがで
きる可能性は 12 ポイント上昇し(約 40%の上
昇)、家事労働時間は 30 分減少(約 10%減少)
した。 
 推定では家計の資産をコントロールして
いるが、仮に裕福度と家計内女性の地位に正
の相関がある場合、推定結果は観察不可能な
家計の裕福度とダウリー額との正の相関を
反映しているにすぎない、との解釈も考えら
れる。しかしながら、Bari(イスラーム法上
のマフルとは別個の、慣習上のブライドプラ
イス)の係数推定値の符号がすべて負である
ことから、その解釈には無理があるだろう。
Bari は婚家の資産や裕福度を、実家が払うダ
ウリー以上に反映していると考えられ、仮に
裕福な家計ほど女性の地位が高いならば、
Bari の係数は正の符号となるはずだからで
ある。 
 以上の推定結果から分かったことは、パキ
スタン・パンジャーブにおいては、ダウリー
は女性の地位向上を引き上げる可能性があ
り、少なくとも短期的に負の影響はないこと
である。ダウリーは花嫁の両親が自発的に、
娘の婚家での地位向上のために支払ってい
ると考えるのが妥当だろう。相続権や財産権
が女性に保障されていないなかでは、ダウリ
ーは女性の権利を補完的に保障する社会慣
習であるようだ。推定結果からは、現状でダ
ウリーを実効的に禁止すると女性の厚生水
準がかえって下がること、一律に禁止した場
合の影響を考慮したうえで政策形成をする
ことの重要性が示唆された。 
 とはいえ、長期的に見てもダウリーを禁止
すべきでないかを論じるには、本研究には限
界がある。仮に女性の相続権や財産権が保障
された場合、ダウリーが女性の地位向上にと
って必要ないばかりか、かえって負の影響を
もつかもしれない。 
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